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特
別
児
童
扶
養
手
当
、
特
別

障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

手
当
制
度

　
「
特
別
児
童
扶
養
手
当
」
は
、対

象
者
に
４
か
月
に
１
回
手
当
を
支

給
し
、
児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
「
特
別
障
害
者
手
当
」「
障
害
児

福
祉
手
当
」
は
、
対
象
者
に
３
か

月
に
１
回
手
当
を
支
給
し
、
負
担

の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

各
手
当
額　

法
律
の
規
定
に
基
づ

き
、
支
給
額
が
改
定
さ
れ
ま
す

（
上
表
の
と
お
り
）。

対
象

特
別
児
童
扶
養
手
当　

20
歳
未

満
で
身
体
ま
た
は
精
神
に
障
害

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級
、療

育
手
帳
Ａ
１
〜
Ｂ
１
に
該
当
す
る
程

度
）
の
あ
る
児
童
の
父
母
ま
た

は
養
育
者
（
施
設
入
所
す
る
と
対

象
外
に
な
り
ま
す
）

特
別
障
害
者
手
当　

20
歳
以
上
で
、

精
神
ま
た
は
身
体
に
著
し
く
重

度
の
障
害
が
あ
り
、
常
時
特
別

な
介
護
を
必
要
と
す
る
人
（
施

設
入
所
し
た
り
、
３
か
月
以
上
入
院

し
た
り
す
る
と
対
象
外
に
な
り
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や
手
帳
の
有

無
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
）　

障
害
児
福
祉
手
当　

20
歳
未
満
で
、

精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
の
障

害
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
時

介
護
を
必
要
と
す
る
人（
療
育
手

帳
の
Ａ
１
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
療

育
手
帳
の
コ
ピ
ー
で
申
請
で
き
ま
す
。

施
設
入
所
す
る
と
対
象
外
に
な
り
ま

す
。
入
院
や
手
帳
の
有
無
は
関
係
あ

り
ま
せ
ん
）

※
障
害
者
手
帳
の
等
級
変
更
な
ど
、

障
害
の
状
況
に
変
化
が
あ
っ
た

場
合
は
、
支
給
対
象
に
該
当
す

る
か
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
制
限

特
別
児
童
扶
養
手
当　

障
害
児
の

父
母
（
養
育
者
）
や
、
生
計
を
同

一
に
し
て
い
る
扶
養
義
務
者
の

そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
が
、
い
ず
れ

も
定
め
ら
れ
た
限
度
額
の
範
囲

内
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当

本
人
、
配
偶
者
、
同
じ
世
帯
で

の
最
多
の
収
入
者
（
扶
養
義
務

者
）
の
所
得
が
、
い
ず
れ
も
定

め
ら
れ
た
限
度
額
の
範
囲
内
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

※
毎
年
８
月
に
、
所
得
状
況
等
支

給
要
件
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

申
請
方
法

　

所
定
の
診
断
書
ま
た
は
手
帳

と
請
求
書
類
を

障
害
福
祉
課

（
平
田
町
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
必
要
な
書
類
は

障
害
福

祉
課
に
あ
り
ま
す
。
審
査
の
結

果
、
受
給
で
き
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
で
き
る
だ
け
事
前
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

身
体
障
害
者
手
帳
（
肝
臓
機

能
障
害
）
の
認
定
基
準
が

変
更
さ
れ
ま
す

　

４
月
１
日
以
降
に
医
師
に
診
断

障
害
の
あ
る
人
に
給
付
す
る

日
常
生
活
用
具
の
追
加
・
基

準
額
の
改
定
を
行
い
ま
す

紙
お
む
つ
（
Ⅱ
）
を
給
付
項
目
と

し
て
追
加

対
象
者　

従
来
の
紙
お
む
つ

（
Ⅰ
）
の
給
付
対
象
者
以
外
で

次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に
あ
て

は
ま
り
紙
お
む
つ
が
必
要
と
認

め
ら
れ
在
宅
で
生
活
す
る
３
歳

以
上
の
人
（
介
護
保
険
制
度
で
利

用
助
成
が
受
け
ら
れ
る
人
は
除
く
）

※
紙
お
む
つ
（
Ⅰ
）
と
（
Ⅱ
）
で

基
準
額
は
異
な
り
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
肢
体
不
自

由
）
２
級
以
上

②
療
育
手
帳
Ａ
１
ま
た
は
Ａ
２

（
紙
お
む
つ
（
Ⅰ
）
給
付
対
象
者
は
、

脳
性
麻
痺
な
ど
乳
幼
児
期
以
前
に
発
現

し
た
非
進
行
性
脳
病
変
に
よ
る
運
動
機

能
障
害
が
あ
り
、
か
つ
、
意
思
表
示
が

困
難
な
人
）

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
変
更
さ
れ
ま
す
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

障
害
福
祉
課
☎
27-

９
９
８
１
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
７
番

書
を
作
成
し
て
も
ら
っ
た
人
か
ら

変
更
後
の
認
定
基
準
が
適
用
さ
れ

ま
す
。
身
体
障
害
者
手
帳
（
肝
臓

機
能
障
害
）
の
取
得
を
検
討
し
て

い
る
人
、
す
で
に
所
持
し
て
い
る

人
で
等
級
変
更
を
検
討
し
て
い
る

人
は
、
指
定
医
師
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

次
の
用
具
の
基
準
額
を
改
定

①
視
覚
障
害
者
用
ポ
ー
タ
ブ
ル
レ

コ
ー
ダ
ー
（
再
生
専
用
）　

②
人
工

内
耳
（
外
部
装
置
）
③
特
殊
寝
台

④
電
気
式
た
ん
吸
引
器
⑤
動
脈
血

中
酸
素
飽
和
度
測
定
器
（
パ
ル
ス

オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
）
⑥
ス
ト
ー
マ
装

具　

な
ど

障
害
者
差
別
の
解
消
に
向

け
た
取
り
組
み

①
障
害
者
差
別
の
相
談
や
関
係
機

関
へ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
行

い
ま
す
。

②
障
害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協

議
会
の
設
置
と
運
営
を
行
い
ま

す
。

③
市
役
所
内
で
行
う
会
議
や
催
し

物
に
手
話
通
訳
を
派
遣
す
る
な

ど
の
取
り
組
み
を
行
い
、
障
害

の
あ
る
人
に
も
情
報
が
伝
わ
る

よ
う
に
し
ま
す
。

重
度
障
害
の
あ
る
人
な
ど
の

地
域
生
活
の
支
援
を
充
実

　

重
症
心
身
障
害
者
の
通
園
施
設

運
営
費
補
助
の
増
額
や
放
課
後
等

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
児
童
発
達
支
援

の
事
業
所
へ
の
看
護
師
配
置
に
対

す
る
報
酬
の
加
算
を
行
い
ま
す
。

３月分まで（月額）

1級（重度障害）51,100円

2級（中度障害）34,030円

26,620円

14,480円

14,480円

4月分から（月額）

1級（重度障害）51,500円

2級（中度障害）34,300円

26,830円

14,600円

14,600円

特別児童扶養手当

特別障害者手当

障害児福祉手当

福祉手当（経過措置）

意
見
公
募
手
続
制
度

結
果
の
お
知
ら
せ

案の修正を行うもの 　0 件
案の修正を行わないもの　0 件
その他   　0 件

問い合わせ先　 建築指導課☎
30-6125、FAX24-8517

　 彦根市既存建築物耐震改修
　 促進計画（改定素案）

案の修正を行うもの 　0 件
案の修正を行わないもの　0 件
その他   　7 件

問い合わせ先　 秘書政策課地
方創生推進室☎ 30-6101、
FAX22-1398

　彦根市まち・ひと・しごと
　創生総合戦略（素案）
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心
身
障
害
者
の
社
会
参
加
の
た
め
に

タ
ク
シ
ー
運
賃
・
自
動
車
燃

料
費
を
助
成

口市
障
害
福
祉
課

　

重
度
の
障
害
が
あ
る
人
の
積
極

的
な
社
会
参
加
を
促
進
す
る
た
め
、

タ
ク
シ
ー
運
賃
ま
た
は
自
動
車
燃

料
費
の
助
成
券
を
交
付
し
ま
す
。

交
付
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。

タ
ク
シ
ー
運
賃
の
助
成
額

年
額
１
万
２
千
円
（
５
０
０
円
×

24
枚
）

自
動
車
燃
料
費
の
助
成
額

　

前
期
分
（
４
月
〜
９
月
分
）

　

３
千
円
（
３
０
０
円
×
10
枚
）

後
期
分
（
10
月
〜
３
月
分
）

　

３
千
円
（
３
０
０
円
×
10
枚
）

対
象　

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
障
害
者
支
援
施
設

や
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
保
険

施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
な
い

人
で
、
市
民
税
所
得
割
額
（
平

成
27
年
度
課
税
）
が
16
万
円
未
満

の
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は

２
級
の
所
持
者
で
、
次
の
い
ず

れ
か
の
障
害
の
あ
る
人　

▼
肢
体
不
自
由
障
害
の
う
ち
下

肢
障
害
、
体
幹
機
能
障
害
ま

た
は
移
動
機
能
障
害　

▼
視
覚
障
害　

▼
内
部
障
害
（
免
疫
機
能
障
害
を

含
む
）

②
療
育
手
帳
Ａ
１
ま
た
は
Ａ
２
の

所
持
者

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
ま
た
は
２
級
の
所
持
者

※
自
動
車
燃
料
費
の
助
成
は
、
本

人
ま
た
は
本
人
と
生
計
が
同
じ

家
族
が
、
自
動
車
を
所
有
し
運

転
す
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

受
付
開
始
日　

４
月
１
日
㈮

持
ち
物　

身
体
障
害
者
手
帳
、
療

育
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
、
印
鑑

※
自
動
車
燃
料
費
の
助
成
に
は
、

自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
し

ま
す
の
で
、
車
検
証
を
持
っ
て

き
て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

障

害
福
祉
課
☎
27-

９
９
８
１
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
７
番

策
定
し
ま
し
た

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画

口市
公
有
財
産
管
理
課

こ
の
計
画
は
、安
全
・
安
心
な
公

共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
確
立
す

る
た
め
の
骨
子
と
な
る
も
の
で
す
。

今
後
も
安
全
・
安
心
な
状
態
で
施

設
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
計
画

的
な
更
新
、
統
廃
合
、
長
寿
命
化

に
よ
り
一
層
努
め
ま
す
。

詳
し
く
は
、
彦
根
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

公
有
財
産
管

理
課
☎
30-

６
１
１
４
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
30-

６
１
４
７
番

利
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た

社
会
福
祉
協
議
会
の
貸
衣
装

彦
根
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

彦
根
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、

冠
婚
葬
祭
用
衣
装
な
ど
の
貸
し
出

し
を
行
っ
て
い
ま
す
。
常
時
、
多

数
の
貸
衣
装
を
取
り
そ
ろ
え
て
い

ま
す
。

３
月
１
日
か
ら
毎
月
第
２
土
曜
日

も
営
業
し
て
い
ま
す

営
業
時
間　

①
月
〜
金
曜
日　

午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
祝
日
、
年
末
・
年
始
（
12
月
29
日
〜

１
月
３
日
）
は
除
く
）　

②
毎
月
第

２
土
曜
日　

午
後
１
時
〜
同
５

時
（
土
曜
日
の
受
付
は
午
後
４
時
30

分
ま
で
で
す
。
貸
出
衣
装
の
受
け
取

り
、
返
却
は
午
後
５
時
ま
で
で
き
ま

す
）

４
月
１
日
か
ら
ス
ー
ツ
な
ど
の
貸

し
出
し
を
始
め
ま
す

　

就
職
面
接
な
ど
に
利
用
で
き
る

ス
ー
ツ
な
ど
の
貸
し
出
し
を
始
め

ま
す
。
就
職
活
動
を
応
援
す
る
た

め
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
人

は
無
料
で
借
り
ら
れ
ま
す
。
詳
し

く
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
な
お
、
こ
の
事
業
で
得
た
収
益

は
、
彦
根
市
社
会
福
祉
協
議
会

が
推
進
す
る
地
域
福
祉
活
動
に

広
く
活
用
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
市
社
会
福

祉
協
議
会
（

福
祉
セ
ン
タ
ー
別

館
）貸
衣
装
室
☎
22-

１
１
２
２

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

２
８
４
１
番

多
言
語
で
の

相
談
体
制
を
変
更
し
ま
す

口市
人
権
政
策
課

中
国
語
通
訳
を
設
置

　

高
ま
る
中
国
語
翻
訳
の
ニ
ー
ズ

な
ど
に
対
応
す
る
た
め
、
中
国
語

通
訳
を
毎
週
火
・
金
曜
日
に
設
置

し
ま
す
。

多
言
語
相
談
専
用
電
話
の
廃
止

　

毎
週
水
・
木
・
金
曜
日
に
行
っ

て
い
た
多
言
語
相
談
専
用
電
話
を

廃
止
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、こ
れ
ま
で
ど
お
り
、英

語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
通
訳
は
設
置

し
て
い
ま
す
の
で
、
市
役
所
の
手

続
き
で
の
通
訳
や
生
活
相
談
な
ど

が
必
要
な
場
合
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

人
権
政
策
課

☎
30-

６
１
１
３
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

８
５
７
７
番


